
【測定指標】
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4 開業率

5
海外への直接輸出または
直接投資を行う中小企業
の比率

- 令和2年度
今後5年間
で 10％向

上
令和7年度

「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議決定）において、「海外への
直接輸出または直接投資を行う中小企業の比率を今後5年間（2025年まで）
で10％向上させる」と設定されている為。

※令和２年度の実績値は現在測定中であるため、年度ごとの目標値は令和
元年度の実績値を用いて記載する。また、（）内の数字は令和元年度の実績
値からの変化率（％）

中小企業の全要素生産性 - 令和2年度
今後5年間

で
5%向上

令和7年度

「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議決定）において、「中小企業
の全要素生産性を今後5年間（2025年まで）で5%向上させる」と設定されてい
る為。

※年度ごとの目標値、実績値は令和２年度の実績値からの変化率（％）

「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議決定）において、「開業率が
米国・英国レベル（10％台）になることを目指す」と設定されている為。

- - 10%台 -

1

基準年度

中小企業の従業員一人当
たりの付加価値額

今後5年間
で5%向上

基準値測定指標（定量的） 目標値
年度ごとの目標値

令和5年8月5-1　経営革新・創業促進

6,852,915
(6,702,830)

2
中小企業から中堅企業に
成長する企業数

- - 年400社以上 -

3

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定
の根拠

令和4年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名

（経済産業省4-5-1）

担当部局・課室名

施策の予算額（執行額）
（百万円）

施策の概要

令和4年度

2,439,020(2,320,388) 46,834

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月７日閣議決定）、
「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）、

中小企業庁 長官官房 総務課

中小企業・小規模事業者に対するきめ細かな経営支援体制の強化、技術開発や販路開拓の促進等により中小企業の経営革新・創業の
促進を図る。

達成すべき目標
目標設定の
考え方・根拠

・中小企業・小規模事業者に対するきめ細かな経営支援体制の強化、技術開発や販路開拓の促進等により中
小企業の経営革新・創業の促進を図る。
・中小企業の従業員一人当たりの付加価値額を今後4年間(2025年まで)で5%向上させる。
・中小企業から中堅企業に成長する企業が年400社以上となることを目指す。
・中小企業の全要素生産性を今後4年間(2025年まで)で5%向上させる。
・創業支援等を通じて将来の開業率10％を目指す。
・海外への直接輸出または直接投資を行う中小企業の比率を今後5年間（2025 年まで）で 10％向上させる。

政策評価実施予定時期

政策体系上の
位置付け

５　中小企業・地域経済

「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議決定）において、「中小企業
の従業員一人当たりの付加価値額を今後5年間(2025年まで)で5%向上させ
る」と設定されている為。
※単位は百万円、また（）内の数字は令和２年度の実績値からの変化率（％）

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月７日閣議決定）、
「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）、

令和3年度令和2年度

令和7年度- 令和2年度

「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月18日閣議決定）において、「中小企業
から中堅企業に成長する企業が年 400 社以上となることを目指す」と設定さ
れている為。

年度ごとの実績値



年度
令和3年Ⅰ

期
令和3年Ⅱ

期
令和3年Ⅲ

期 令和3年Ⅳ期
令和4年Ⅰ

期
令和4年Ⅱ

期
令和4年Ⅲ

期

1
日銀短観における中小企
業の業況判断DI

- - ▲ 12 ▲ 8 ▲ 8 ▲３ ▲6 ▲2 -

年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2
東京商工リサーチによる
企業倒産件数（中小企業
計）

- - 8,106 8,629 7,158 5,979 - - -

【達成手段一覧】

令和4年度

1 中小企業経営強化税制 －
 平成29年

度
1 - -

2 中小企業投資促進税制 － 平成10年度 1 - -

3
少額減価償却資産の損金
算入特例

－
 平成15年

度
1 - -

4
中小企業に対する交際費
課税の特例

－
 平成26年

度
1 - -

5 企業再建資金 － 平成14年度 1 - -

6
挑戦支援資本強化特例制
度（資本性劣後ローン）

－
 平成20年

度
1 - -

7
小規模事業者経営改善資
金融資事業

※ ※ 1 - 0117

8
中小企業連携組織対策推
進事業

※ ※ 1 - 0118

9 小規模事業対策推進事業 ※ ※ 1 - 0119

10
地方公共団体による小規
模事業者支援推進事業

※ ※ 1 - 0120

11 持続化給付金 ※ ※ - - 0125

12
中小企業等事業再構築促
進事業

※ ※ 1, 2 - 0129

13

中小企業活性化・事業承
継総合支援事業
（旧：中小企業再生支援・
事業承継総合支援事業）

※ ※ 1 - 0130

14
中小企業・小規模事業者
ワンストップ総合支援事業

※ ※ 1 - 0131

年度ごとの実績値
参考指標の選定理由及び見込み値の設定の根拠

中小企業の業況を判断する指標

－

※

※

※※

※

※ ※

※

※

中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時
償却)。

中小企業等が機械装置等を取得した場合、取得価額の30％特別償却又は7％税額控除。

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合に、即時償却又は10％の税額控
除。

- - 中小企業の業況を判断する指標

【参考指標】

基準年度

年度ごとの実績値
参考指標の選定理由及び見込み値の設定の根拠

達成手段

－

測定指標 見込み

基準値

基準年度
基準値

- -

測定指標 見込み

－

－

－

※ ※ ※

－

中小法人等が支出する交際費については、定額控除限度額（損金算入限度額）が800万円まで認められている。－

－

－
経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている中小企業であって、通常の融資制度では取り上げが困難なものに対し、安定資
金を供給し、自助努力による企業再建を支援する。

※

新規事業や企業再建等に取り組み、地域経済活性化等に資する事業（雇用効果の認められる事業、地域社会に不可欠な事業、技術
力の高い事業など）を行う中小企業者を支援する。

※

※

－

再掲達成手段の概要等

令和4年度
行政事業
レビュー
事業番号

開始
年度

予算額計（執行額）
（百万円）

令和2年度 令和3年度

－

関連する
指標

※ ※

※ ※

－

※

※

※

※

※



15
中小企業・小規模事業者
人材対策事業

※ ※ 1, 5 - 0132

16

成長型中小企業等研究開
発支援事業（Go-Tech事
業）
（旧戦略的基盤技術高度
化・連携支援事業（サポイ
ン事業及びサビサポ事
業））

※ ※ 1,2,3 - 0133

17
事業承継・引継ぎ支援事
業

※ ※ 1 - 0134

18

新型コロナウイルス感染症
の影響を受ける中小・小規
模事業者向け経営相談体
制強化事業（令和2年度二
次補正）

※ ※ - - 0135

19
地域・企業共生型ビジネス
導入・創業促進事業

※ ※ 4 - 0136

20
地域の持続的発展のため
の中小商業者等の機能活
性化事業

※ ※ 4 - 0137

21
海外展開のための支援事
業者活用促進事業

※ ※ 5 - 0138

22
緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金

※ ※ - - 0139

23 事業復活支援金 ※ ※ - - 0140

24
デジタルツール等を活用し
た海外需要拡大事業

※ ※ - - 0141

25
事業環境変化対応型支援
事業

※ ※ 1 - 0142

26
中小企業生産性革命推進
事業

※ ※ 1 - 0143

27
給付金等事業不正対応等
事業

※ ※ - - 新22-0006

28
ものづくり等高度連携・事
業再構築促進事業

※ ※ 1 - 新22-0007

29
ワクチン・新規モダリティ研
究開発事業

※ ※ - - 新22-0008

※ ※ ※

※ ※ ※

※ ※ ※

※ ※

※

※

※ ※

※

※※

※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

※※

※

※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※【達成手段一覧】に係る各種予算事業の「予算額計（執行額）」、「開始年度」、「達成手段の概要等」については、下記URL先の行政事業レビューシートを参照。

○令和３年度以前開始事業（https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2022/html/1-5saisyu.html）

○令和４年度開始事業（https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2022/html/2-5saisyu.html）


